
 

１ 概 要 

 令和３年２月４日から，コンビニ等だけではなく，市役所でもマイナンバーカードを利

用して簡単に証明書が取得できる「らくらく窓口証明書交付サービス」を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

メリット  ・申請書の記入不要（タッチパネル端末機の簡単な操作のみ） 

・短い待ち時間（職員への本人確認書類の提示不要） 

 

２ 利用できる人 

 竹原市に住所があり，利用者証明用電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの人 

３ 利用時間 

 ８時３０分～１７時１５分（土日祝及び年末年始を除く市役所開庁時間） 

４ 取得できる証明書の種類と手数料 

 コンビニ交付と同様 

 ※参考： https://www.city.takehara.lg.jp/simin/todokede/konnbinikofu.html 

５ 設置場所 

 竹原市役所本庁舎１階 市民課 

問い合わせ 

 市民生活部 市民課 市民係 担当：遠藤 
 ＴＥＬ0846-22-7734 ＦＡＸ0846-22-8579 

 

元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし、竹原市。 
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